
（適時開示体制の模式図）

審議（注4） 付議手続き・報告

（情報の集約・管理）

（注）1．当社ＷＥＢサイトへの掲載やメディア向けの資料投函なども実施。

　　　2．開示すべき経営関連情報（決定事実、発生事実、決算情報）及び開示文書案、開示方法を決定。

　　　3．メンバー構成： （委員長） ＩＲ担当取締役。情報取扱責任者を務める。

　　　　　　　　　　　　　 　（委員） 経営戦略部門、経理部門

　　　4．取締役会に付議・報告を要しない事項を含む。
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 ディスクロージャー委員会（注3） 取締役会決議結果


